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【20-9】収支報告書のオンライン提出を可能とした場合の根拠規定

市数

18

12

1

市数
4
12

作成した市：平川市、奥州市、富山市、橋本市
作成を検討している市：かほく市、鯖江市、横須賀市、稲敷市、入間市、富士見市
　　　　　　　　　　　　　　 沼津市、東大阪市、舞鶴市、長岡京市、彦根市、春日市

電磁的記録による作成を検討している
電磁的記録により作成した

作成状況
第123条によるもの）　　（令和6年12月31日現在）（単位：市の数）

根拠規定

執行機関のデジタル手続条例を制定・改正した(議
会及び議長を対象とした)

政務活動費交付条例中に収支報告書のオンライン
化の規定を設けた

 議会独自のデジタル手続条例を制定した

【20-10】会議録（原本）の電磁的記録による作成状況（地方自治法

　（令和6年12月31日現在）（単位：市の数）

【20-7】地方自治法第99条に基づく国会への意見書の提出状況
（令和6年12月31日現在）（単位：市の数）

提出状況
オンラインで提出した

オンラインで提出できるように規定を整備した

オンラインで提出を検討している

について　　　　　　　　　　　（令和6年12月31日現在）（単位：市の数）

規定状況

【20-8】政務活動費の収支報告書(地方自治法第１００条第１５項)の提出方法

各割合は、規程等を定めた市とその他の市の合計90市の人口段階別の市数を基準としている。

「その他」は運用や議会運営委員会の決定、申し合わせ等。

【20-6】具体的な根拠規定（具体的な本人確認の方法等を定めている規定）

（令和6年12月31日現在、複数回答）（単位：市の数）

規定
要綱等
その他


